
 

 

 

 

 

 

 

 

雇用保険法施行規則及び建設労働者の

雇用の改善等に関する法律施行規則の

一部を改正する省令案要綱 
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雇
用
保
険
法
施
行
規
則
及
び
建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要

綱

第
一

雇
用
関
係
助
成
金
等
の
見
直
し

一

雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正

１

ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用
助
成
金
（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
ト
ラ
イ
ア
ル
コ
ー
ス
助
成
金
）
の
創
設

当
分
の
間
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
で
離
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
公
共
職
業
安
定
所

等
の
紹
介
の
日
に
お
い
て
離
職
期
間
が
三
か
月
を
超
え
、
か
つ
、
就
労
経
験
の
な
い
職
業
に
就
く
こ
と
を
希
望
す
る
求

職
者
を
試
行
雇
用
す
る
事
業
主
に
対
し
て
、
次
の
額
に
当
該
雇
入
れ
の
期
間
の
月
数
（
三
月
分
を
限
度
と
す
る
。
）
を

乗
じ
て
得
た
額
を
支
給
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

試
行
雇
用
す
る
労
働
者
の
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
三
十
時
間
以
上
の
場
合
に
は
、
当
該
労
働
者
一
人
に
つ
き

（一）
四
万
円

試
行
雇
用
す
る
労
働
者
の
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
二
十
時
間
以
上
三
十
時
間
未
満
の
場
合
に
は
、
当
該
労
働

（二）
者
一
人
に
つ
き
二
万
五
千
円
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２

産
業
雇
用
安
定
助
成
金
の
新
設

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
伴
う
経
済
上
の
理
由
に
よ
り
急
激
に
事
業
活
動
の
縮
小
を
余
儀
な
く
さ
れ

、
労
働
者
の
雇
用
を
出
向
に
よ
り
維
持
す
る
た
め
に
労
働
者
を
送
り
出
す
事
業
主
（
以
下
「
出
向
元
事
業
主
」
と
い
う

。
）
及
び
当
該
労
働
者
を
受
け
入
れ
る
事
業
主
（
以
下
「
出
向
先
事
業
主
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
、
次
の

及
び

（一）

（二）

に
掲
げ
る
助
成
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

出
向
元
事
業
主
及
び
出
向
先
事
業
主
に
対
し
て
、
賃
金
、
教
育
訓
練
、
労
務
管
理
に
関
す
る
調
整
経
費
等
、
出
向

（一）
中
に
要
す
る
一
定
期
間
（
一
年
を
超
え
る
場
合
に
は
一
年
）
の
経
費
の
一
部
と
し
て
次
の
と
お
り
助
成
す
る
こ
と
と

す
る
。

イ

助
成
率
は
、
出
向
元
事
業
主
及
び
出
向
先
事
業
主
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
三
分
の
二
（
中
小
企
業
事
業
主
の
場
合

は
五
分
の
四
）
と
す
る
。

ロ

出
向
元
事
業
主
が
職
業
安
定
局
長
の
定
め
る
期
間
に
お
い
て
事
業
所
の
労
働
者
（
日
雇
労
働
者
を
除
く
。
）
を

解
雇
を
し
て
い
な
い
こ
と
等
に
該
当
す
る
場
合
は
、
イ
中
、
「
三
分
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
四
分
の
三
」
と
、
「

五
分
の
四
」
と
あ
る
の
は
「
十
分
の
九
」
と
す
る
。
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ハ

出
向
対
象
労
働
者
の
出
向
中
の
賃
金
が
出
向
前
の
賃
金
を
上
回
る
場
合
に
は
、
出
向
前
の
賃
金
を
も
と
に
、
出

向
元
事
業
主
及
び
出
向
先
事
業
主
の
助
成
額
を
算
定
す
る
こ
と
と
す
る
。

ニ

出
向
元
事
業
主
と
出
向
先
事
業
主
へ
の
助
成
額
の
合
計
が
一
日
当
た
り
一
万
二
千
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
一

万
二
千
円
と
す
る
。

出
向
元
事
業
主
及
び
出
向
先
事
業
主
に
対
し
て
就
業
規
則
や
出
向
契
約
書
の
整
備
費
用
、
出
向
に
際
し
て
あ
ら
か

（二）
じ
め
行
う
教
育
訓
練
、
出
向
先
が
出
向
者
を
受
け
入
れ
る
た
め
に
用
意
す
る
機
器
や
備
品
等
、
出
向
に
要
す
る
初
期

費
用
の
一
部
を
助
成
す
る
こ
と
と
す
る
。

イ

出
向
対
象
労
働
者
（
既
に

の
助
成
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
の
あ
る
者
は
除
く
。
）
一
人
に
つ
き
、
十
万
円
を

（二）

支
給
す
る
。

ロ

出
向
元
事
業
主
に
つ
い
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
著
し
く
急
激
に
事
業
活
動
の
縮
小

を
余
儀
な
く
さ
れ
た
場
合
と
し
て
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
イ
に
か
か
わ
ら
ず
、
出

向
対
象
労
働
者
一
人
に
つ
き
、
十
五
万
円
を
支
給
す
る
。

ハ

出
向
先
事
業
主
に
つ
い
て
、
出
向
対
象
労
働
者
を
異
な
る
業
種
か
ら
受
け
入
れ
る
場
合
と
し
て
安
定
局
長
の
定
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め
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
イ
に
か
か
わ
ら
ず
、
出
向
対
象
労
働
者
一
人
に
つ
き
、
十
五
万
円
を
支
給
す
る

。
及
び

の
算
定
の
基
礎
と
な
る
出
向
対
象
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
一
の
事
業
所
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
五
百
人
ま

（三）

（一）

（二）

で
等
と
す
る
。

３

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
令
和
二
年
一
月
二
十
四
日
以
後
に
離
職
し
た
求
職
者
に
対
し
て
、
再
就
職
を

容
易
に
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
の
習
得
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
講
習
を
学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す

る
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
に
委
託
し
て
実
施
す
る
事
業
を
、
雇
用
保
険
法
第
六
十
三
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事

業
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正

１

若
年
・
女
性
建
設
労
働
者
ト
ラ
イ
ア
ル
コ
ー
ス
助
成
金
の
見
直
し

当
分
の
間
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
ト
ラ
イ
ア
ル
コ
ー
ス
助
成
金
を
受
け
た
中
小
建
設
事
業
主
に
対
し
て

、
試
行
的
に
雇
入
れ
た
建
設
労
働
者
（
三
十
五
歳
以
上
の
建
設
労
働
者
に
あ
っ
て
は
女
性
労
働
者
に
限
る
。
）
に
つ
き

、
四
万
円
（
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
二
十
時
間
以
上
三
十
時
間
未
満
の
建
設
労
働
者
に
あ
っ
て
は
、
二
万
五
千
円
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）
に
当
該
雇
入
れ
の
期
間
の
月
数
（
三
月
分
を
限
度
と
す
る
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
を
支
給
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
二

そ
の
他

一

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
第
一
の
２
に
つ
い
て
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
す
る

。
二

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。


